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固固
定定
資資
産産
税税
・・
都都
市市
計計
画画
税税
のの

減減
額額
措措
置置
、、
軽軽
減減
措措
置置
及及
びび
減減
免免

措措
置置
のの
継継
続続
をを
求求
めめ
るる
意意
見見
書書

豊
島
区
議
会
は
、
東
京
都
に
対
し
、

次
の
事
項
に
つ
い
て
強
く
要
望
す
る
。

１

商
業
地
等
に
係
る
固
定
資
産
税

・
都
市
計
画
税
の
負
担
水
準
の
上
限

を
６５
％
に
引
き
下
げ
る
減
額
措
置
を
、

今
年
度
同
様
、
平
成
２２
年
度
以
降
も

継
続
す
る
こ
と
。

２

小
規
模
住
宅
用
地
に
係
る
都
市

計
画
税
の
軽
減
措
置
を
、
今
年
度
同

様
、
平
成
２２
年
度
以
降
も
継
続
す
る

こ
と
。

３

小
規
模
非
住
宅
用
地
に
係
る
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
減
免
措

置
を
、
今
年
度
同
様
、
平
成
２２
年
度

以
降
も
継
続
す
る
こ
と
。

（
東
京
都
知
事
あ
て
）

固固
定定
資資
産産
税税
にに
おお
けけ
るる
償償
却却
資資

産産
にに
関関
すす
るる
意意
見見
書書

償
却
資
産
の
免
税
点
の
１５０
万
円
は
、

平
成
３
年
に
定
め
ら
れ
既
に
２０
年
近

く
経
過
し
て
お
り
、
そ
の
間
の
経
済

価
値
は
大
幅
に
上
昇
し
て
い
る
上
、

極
め
て
小
規
模
な
設
備
等
も
課
税
の

対
象
と
な
っ
て
お
り
、
中
小
事
業
者

の
経
営
と
生
活
を
圧
迫
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
豊
島
区
議
会
は
、
政
府

に
対
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
強
く

要
望
す
る
。

１

償
却
資
産
に
対
す
る
固
定
資
産

税
の
免
税
点
を
基
礎
控
除
に
改
め
、

控
除
額
を
大
幅
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

２

償
却
資
産
に
対
す
る
固
定
資
産

税
の
申
告
期
限
を
３
月
１５
日
と
す
る

と
と
も
に
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

行
っ
た
場
合
に
は
、
償
却
資
産
の
申

告
は
省
略
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
内
閣
総
理
・
財
務
大
臣
あ
て
）

食食
料料
のの
自自
給給
力力
向向
上上
とと
食食
品品
表表

示示
制制
度度
のの
抜抜
本本
改改
正正
をを
求求
めめ
るる

意意
見見
書書

豊
島
区
議
会
は
、
消
費
者
が
知
る

権
利
に
基
づ
い
て
、
買
う
、
買
わ
な

い
を
自
ら
決
め
る
こ
と
の
で
き
る
社

会
の
実
現
を
目
指
す
た
め
、
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
次
の
事
項
を
内
容

と
す
る
食
品
表
示
制
度
の
抜
本
改
正

を
行
う
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

１

加
工
食
品
原
料
の
ト
レ
ー
サ
ビ

リ
テ
ィ
と
原
料
原
産
地
の
表
示
を
義

務
化
す
る
こ
と
。
義
務
化
に
当
た
っ

て
は
、
国
が
中
小
零
細
事
業
者
の
負

担
軽
減
策
を
実
施
す
る
こ
と
。

２

す
べ
て
の
遺
伝
子
組
み
換
え
食

品
・
飼
料
の
表
示
を
義
務
化
す
る
こ

と
。

３

ク
ロ
ー
ン
家
畜
由
来
食
品
の
表

示
を
義
務
化
し
、
ま
た
、
ク
ロ
ー
ン

等
の
検
証
技
術
の
向
上
を
図
る
こ
と
。

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
・

厚
生
労
働
・
農
林
水
産
・
内
閣
府
特

命
担
当
（
消
費
者
及
び
食
品
安
全
）

大
臣
あ
て
）

平平
成成
２２２２
年年
度度
予予
算算
のの
年年
内内
編編
成成

をを
求求
めめ
るる
意意
見見
書書

地
方
自
治
体
は
、
新
政
権
の
予
算

編
成
を
受
け
、
速
や
か
に
平
成
２２
年

度
予
算
編
成
作
業
に
着
手
し
、
国
民

の
暮
ら
し
、
福
祉
、
雇
用
、
中
小
企

業
対
策
を
充
実
し
、
国
民
生
活
・
地

域
経
済
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
適

切
な
執
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
現
状
で
は
、
政
府
の
平
成

２２
年
度
予
算
編
成
に
対
す
る
基
本
的

な
考
え
が
明
確
で
は
な
く
、
地
方
自

治
体
で
は
来
年
度
予
算
編
成
に
向
け

て
不
安
や
戸
惑
い
が
広
が
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
豊
島
区
議
会
は
、
政
府

に
対
し
、
地
方
自
治
体
が
速
や
か
に

予
算
編
成
作
業
に
着
手
で
き
る
よ
う
、

平
成
２２
年
度
予
算
を
年
内
に
着
実
に

編
成
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

（
内
閣
総
理
・
副
総
理
・
国
家
戦
略

担
当
・
総
務
・
財
務
大
臣
、
内
閣
官

房
長
官
、
内
閣
府
特
命
担
当
（
行
政

刷
新
）
大
臣
あ
て
）

高高
速速
道道
路路
原原
則則
無無
料料
化化
のの
撤撤
回回

をを
求求
めめ
るる
意意
見見
書書

政
府
は
高
速
道
路
原
則
無
料
化
の

方
針
を
打
ち
出
し
、
国
土
交
通
省
で

は
段
階
的
な
無
料
化
に
向
け
た
社
会

実
験
経
費
６
千
億
円
を
平
成
２２
年
度

予
算
概
算
要
求
の
中
に
盛
り
込
ん
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
鉄
道
、
バ
ス
業

界
な
ど
か
ら
「
客
離
れ
が
進
む
」
と

の
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
政
府
の
温
室
効
果
ガ
ス
排

出
削
減
方
針
と
も
大
き
く
矛
盾
し
、

高
速
道
路
原
則
無
料
化
に
は
国
民
の

６
割
以
上
が
反
対
と
の
調
査
も
あ
る
。

よ
っ
て
、
豊
島
区
議
会
は
、
国
会

及
び
政
府
に
対
し
、
高
速
道
路
原
則

無
料
化
の
方
針
を
撤
回
さ
れ
る
こ
と

を
強
く
求
め
る
。

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
・

副
総
理
・
国
家
戦
略
担
当
・
総
務
・

財
務
・
国
土
交
通
大
臣
、
内
閣
官
房

長
官
あ
て
）

悉悉
皆皆
方方
式式
にに
よよ
るる
全全
国国
学学
力力
・・

学学
習習
状状
況況
調調
査査
のの
継継
続続
をを
求求
めめ

るる
意意
見見
書書

今
般
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
全
国

学
力
・
学
習
状
況
調
査
に
つ
い
て
、

し
っ
か
い

来
年
度
よ
り
、
悉
皆
方
式
か
ら
抽
出

方
式
に
変
更
す
る
方
針
を
表
明
し
、

来
年
度
予
算
概
算
要
求
も
、
そ
れ
を

踏
ま
え
た
形
に
減
額
修
正
さ
れ
、
地

域
間
格
差
を
是
正
す
る
実
効
性
が
失

わ
れ
る
お
そ
れ
さ
え
生
じ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
豊
島
区
議
会
は
、
国
会

及
び
政
府
に
対
し
、
世
界
最
高
水
準

の
義
務
教
育
を
実
現
す
る
た
め
に
、

小
６
・
中
３
の
全
児
童
・
生
徒
を
対

象
と
す
る
全
国
学
力
テ
ス
ト
を
継
続

し
て
実
施
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
調

査
結
果
を
最
大
限
活
用
す
る
な
ど
、

さ
ら
な
る
充
実
を
図
ら
れ
る
こ
と
を

強
く
求
め
る
。

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
・

副
総
理
・
国
家
戦
略
担
当
・
総
務
・

文
部
科
学
大
臣
、
内
閣
官
房
長
官
あ

て
）所所

得得
税税
・・
住住
民民
税税
のの
扶扶
養養
控控
除除

廃廃
止止
にに
反反
対対
すす
るる
意意
見見
書書

政
府
税
制
調
査
会
は
１２
月
４
日
の

全
体
会
合
で
、
所
得
税
の
扶
養
控
除

廃
止
と
連
動
し
て
住
民
税
の
扶
養
控

除
を
廃
止
す
る
方
針
を
固
め
た
と
報

道
し
た
。
扶
養
控
除
が
廃
止
さ
れ
る

と
、
所
得
税
は
２
０
１
１
年
、
住
民

税
は
１２
年
か
ら
増
税
に
な
る
。

扶
養
控
除
の
廃
止
は
、
生
計
費
非

課
税
と
い
う
税
制
の
民
主
的
原
則
に

反
す
る
。

よ
っ
て
、
豊
島
区
議
会
は
、
国
会

及
び
政
府
に
対
し
、
所
得
税
・
住
民

税
の
扶
養
控
除
を
廃
止
し
な
い
よ
う

強
く
求
め
る
。

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
・

総
務
・
財
務
大
臣
、
内
閣
官
房
長
官

あ
て
）

●
請
願
・
陳
情
の
提
出
方
法

区
政
へ
の
要
望
は
、
請
願
・
陳
情

に
よ
り
、
誰
で
も
区
議
会
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

請
願
は
、
紹
介
議
員
を
必
要
と
し
、

陳
情
は
必
要
と
し
な
い
と
い
う
違
い

は
あ
り
ま
す
が
、
豊
島
区
議
会
で
は

同
じ
扱
い
を
し
て
い
ま
す
。

請
願
（
陳
情
）
書
に
は
、
請
願
（
陳

情
）
の
趣
旨
、
提
出
年
月
日
及
び
請

願
（
陳
情
）
者
の
住
所
（
法
人
の
場

合
は
そ
の
所
在
地
及
び
名
称
）
を
記

載
し
、
請
願
（
陳
情
）
者
（
法
人
の

場
合
は
代
表
者
）
が
署
名
又
は
記
名

押
印
し
、
連
絡
先
の
電
話
番
号
を
記

入
の
上
、
区
議
会
事
務
局
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
（
郵
送
も
可
）
。

な
お
、
い
つ
で
も
受
け
付
け
て
い

ま
す
が
、
各
定
例
会
（
年
４
回
、
２

・
６
・
９
・
１１
月
に
開
会
）
で
審
議

す
る
請
願
・
陳
情
の
提
出
期
限
に
つ

い
て
は
、「
広
報
と
し
ま
」や
区
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

様
式
は
左
記
の
記
載
例
を
参
考
に

し
て
く
だ
さ
い
。

●
請
願
・
陳
情
の
審
査
方
法

提
出
さ
れ
た
請
願
・
陳
情
は
本
会

議
で
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
す
。

委
員
会
で
は
請
願
・
陳
情
を
慎
重

に
審
査
し
、
そ
の
内
容
に
議
会
と
し

て
賛
成
で
き
る
も
の
は
「
採
択
」、

そ
う
で
な
い
も
の
は
「
不
採
択
」、

引
き
続
き
審
査
を
し
て
い
く
べ
き
も

の
は
「
継
続
審
査
」
と
し
て
本
会
議

に
報
告
し
ま
す
。

本
会
議
で
は
委
員
会
の
報
告
を
も

と
に
最
終
的
な
意
思
決
定
（
議
決
）

を
行
い
ま
す
。
採
択
さ
れ
た
も
の
で
、

執
行
機
関
（
区
長
や
教
育
委
員
会
な

ど
）
が
取
り
組
む
こ
と
が
適
当
と
考

え
ら
れ
る
も
の
は
、
議
長
か
ら
執
行

機
関
へ
送
付
し
ま
す
。
ま
た
、
必
要

が
あ
れ
ば
、
意
見
書
な
ど
を
関
係
機

関
に
提
出
し
、
実
現
を
要
望
し
ま
す
。

議
会
の
結
論
が
出
た
請
願
・
陳
情

に
つ
い
て
は
、
代
表
者
に
結
果
を
通

知
し
ま
す
。

請願（陳情）の記載例

○○○○についての請願（陳情）

平成 年 月 日

紹介議員 ○○○○ ○○○○ ○○○○
※１名以上の議員の署名又は記名押印（陳情には必要ありません。）

請願（陳情）者
（２名以上で提出する場合は署名簿を添えてください。）
住所
団体名
氏名（署名又は記名押印）
電話番号

豊島区議会議長 ○ ○ ○ ○ あて

請願（陳情）の趣旨
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
よって、下記事項について請願（陳情）します。

記
１ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
２ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
３ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

区区
政政
へへ
のの
要要
望望
はは
請請
願願
やや
陳陳
情情
でで

可
決
し
た
意
見
書
（
要
旨
）

平成２２年（２０１０年）２月１５日 �と し ま 区 議 会 だ よ り第２１３号


